
令和７年度に募集する補助枠

一般枠
・西播磨地域ビジョン2050「光と水と緑でつなぐ　元気西播磨」の実現に
　資する取組

特別枠

・防災意識醸成事業
　　南海トラフ地震や台風等の災害に備えて、防災意識を醸成するｲﾍﾞﾝﾄや取組
・芸術・文化・スポーツ振興事業
　　地域に根付く芸術文化の保存・継承活動、または地域住民が実施する健康増進
　　を目的としたｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ等、地域の活性化に繋がる取組
・万博を契機にした地域の魅力発信事業
　　大阪・関西万博開催を契機に、地域の魅力発信に繋がる取組
・移住・定住促進事業
　　都市住民等を受け入れる移住や交流人口の増加等につながる地域交流の推進に
　　より、地域を活性化することを目的として、地域団体等が実施する移住・定
　　住・交流を推進する取組

高校生枠 ・西播磨地域の高校等を対象に、ふるさとへの愛着を醸成する取組

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
事業枠

・防災意識醸成事業　　・芸術・文化・スポーツ振興事業
　　　　　　　　　　＋
・脱炭素社会推進事業
　　食品ロス削減や植樹活動など脱炭素社会を推進する取組
・ふるさと意識醸成事業
　　通常の「高校生枠」の事業について、より内容をふくらました取組

応募期間：2025年3月25日（火）～4月30日（水）
詳細は裏面へ

令和７年度

西播磨地域づくり
活動応援事業

自治会などの地域団体が実施する新たなふるさとづくりの取組に
対し、経費の一部を補助します。



募集期間 令和７年３月25日（火）～４月３０日（水）必着

対象事業 令和７年４月１日（火）～令和８年２月２８日（土）
　※ただし、審査会（令和７年６月開催予定）までに完了する事業は対象外

対象事業 ○一般枠
○特別枠
　　・「防災意識醸成事業」　・「芸術・文化・スポーツ振興事業」
　　・「万博を契機にした地域の魅力発信事業」　・「移住・定住促進事業」
○高校生枠
○チャレンジ事業枠
　　・「防災意識醸成事業」　・「芸術・文化・スポーツ振興事業」
　　・「脱炭素社会推進事業」・「ふるさと意識醸成事業」

※チャレンジ事業枠については、単独もしくは高校生枠と併用で申し込みも可

対象団体 西播磨地域を基盤に活動を行う団体（自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、消費者団
体、いずみ会、PTA協議会、青少年育成団体、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織
等）
　※1団体につき1事業のみ申請が可能
　※他の県民局・県民センターが実施する地域づくり活動応援事業（これに類するものを
　　含む）に応募する団体は、事業が異なっても西播磨県民局地域づくり活動応援事業に
　　応募できません。
　※同事業内容とみなされる事業で３年連続（R4～R6）補助を受けている団体は応募でき
　　ません（「一般枠」または「特別枠」に申請する団体）

対象経費 事業実施に直接必要な経費で、必要かつ適当と認められるもの
（謝金・旅費、印刷製本費、通信費、活動資材費、保険料、使用料、委託料　等）

補助金額 【一般枠】：20万円以内　【特別枠】：25万円以内
【高校生枠・チャレンジ事業枠】：各8万円以内

①「応募書」の提出

②「審査会」の開催

③「採択通知」の送付

④「交付申請書」の提出

⑤「交付決定通知書」の送付

⑥「実績報告書」の提出

⑦事業の履行確認

⑧補助金支払い

応募様式等については、左記QRコード
よりダウンロード願います。

◆補助制度の概要

◆ 手続きの流れ
　①各団体から西播磨県民局へ「応募書」の提出。
　②提出いただいた応募書をもとに審査会を開催し、
   　採択団体と補助金額の決定。
　③西播磨県民局から各団体へ「採択通知」を送付。
　④各団体が「交付申請書」を西播磨県民局へ提出。
　⑤西播磨県民局から各団体へ「交付決定通知書」を送付。
　⑥事業完了後、各団体から西播磨県民局へ「実績報告書」
   　を提出。
　⑦西播磨県民局が事業の履行確認。
　⑧補助金の支払い

◆問い合わせ 
　　兵庫県西播磨県民局県民躍動室
　　〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25
　　TEL：0791-58-2129（一般・特別枠）
　　　   ：0791-58-2180（高校生・チャレンジ事業枠）


